瑞浪市地域クラブ活動支援交付金交付規則
（趣旨）

第１条　市は、地域クラブが行う、瑞浪市の子どもたちが将来にわたって、安心かつ安全にスポーツ・文化芸術活動に親しむための活動を支援するために、予算の範囲内において交付する瑞浪市地域クラブ活動支援交付金（以下「交付金」という。）を交付することとし、その交付に関しては、この規則に定めるところによる。
　（定義）
第２条　この規則において「地域クラブ」とは、「瑞浪市地域クラブ活動ガイドライン」を遵守する団体として市長が認めるものをいう。
（交付対象団体）

第３条　交付金の支給対象となる団体は、地域クラブとする。
（交付対象事業）
第４条　交付金の対象となる事業は、スポーツ・文化芸術活動を通じ、中学生に活動の機会を提供する等、中学生の健全育成に資する事業とする。
　（交付対象経費）
第５条　交付金の対象となる経費は、人件費、諸謝金（ただし、地域クラブ指導者として登録されている者に対する謝金は、１人当たり１時間につき１，０００円を上限とする。）、旅費、通信運搬費、印刷製本費、会議費、備品費、消耗品費、借料及び損料、保険料、雑役務費並びに委託費とする。
（交付金の額）
第６条　交付金の額は、前条に掲げる経費の合計額と別表により算出する均等割の額及び人数割の額の合計額を比較して、いずれか少ない額とする。
２　交付金の額に１，０００円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

（交付申請）
第７条　交付金の交付を受けようとする地域クラブ（以下「申請地域クラブ」という。）は、交付を受けようとする年度の５月３１日（瑞浪市民体育館の設置及び管理に関する条例（平成４年条例第８号）第４条に規定する休館日に当たるときは、その翌日。以下「期日」という。）までに、瑞浪市地域クラブ活動支援交付金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
　（１）　登録メンバー表
　（２）　事業計画書
　（３）　収支予算書

　（４）　その他市長が必要と認める書類
２　前項の規定にかかわらず、予算に残額がある場合は、期日後も交付申請を受け付けることができる。

（事業の実施期間）
第８条　前条の規定により交付申請した事業（以下「交付事業」という。）の実施期間は、４月１日から当該年度の３月３１日までとする。ただし、地域クラブが当該年度中に登録又は抹消された場合は、地域クラブとして認められた期間とする。
　（交付決定）
第９条　市長は、第７条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る交付金の交付又は不交付を決定し、瑞浪市地域クラブ活動支援交付金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により当該申請地域クラブに通知するものとする。
　（変更承認申請）
第１０条　前条の規定により交付金の交付決定を受けた地域クラブ（以下「交付決定地域クラブ」という。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、瑞浪市地域クラブ活動事業変更承認申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。

　（１）　交付事業の内容を変更するとき。
　（２）　地域クラブの登録を取り消し、解散し、又は休止するとき。
（３）　予定の期間内に交付事業が完了しないとき又はその遂行が困難になったとき。
２　市長は、前項の規定による変更承認申請があったときは、内容を審査し、瑞浪市地域クラブ活動支援交付金変更決定通知書（様式第４号）により当該交付決定地域クラブに通知するものとする。
　（実績報告）
第１１条　交付決定地域クラブは、交付事業の完了（前条第１項第２号又は第３号に該当し、交付事業を中止する場合を含む。）の日から起算して３０日を経過する日又は交付決定を受けた年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに、瑞浪市地域クラブ活動支援交付金実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
　（１）　事業報告書
　（２）　収支決算書
　（３）　交付事業の活動内容が分かる書類、写真等
　（額の確定）
第１２条　市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、瑞浪市地域クラブ活動支援交付金交付額確定通知書（様式第６号）により当該交付決定地域クラブに通知するものとする。
　（交付の請求）
第１３条　前条の規定による通知を受けた交付決定地域クラブは、交付金の交付を受けようとするときは、瑞浪市地域クラブ活動支援交付金請求書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。
　（交付の特例）
第１４条　市長は、特に必要があると認めるときは、概算払により交付金の一部又は全部を交付することができる。
２　交付決定地域クラブは、前項の規定による交付金の概算払を受けようとするときは、瑞浪市地域クラブ活動支援交付金概算払請求書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。
３　概算払を受けた交付決定地域クラブは、第１２条の規定による通知を受けたときは、瑞浪市地域クラブ活動支援交付金概算払精算書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。

　（交付）

第１５条　市長は、交付決定地域クラブから提出される第１３条及び前条第２項に規定する請求書により、交付金を交付するものとする。
　（交付決定の取消し又は交付金の返還）
第１６条　市長は、交付決定地域クラブが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
　（１）　この規則に違反したとき。
　（２）　交付金の交付条件に違反したとき。

　（３）　虚偽その他不正な行為により交付金の交付を受けたとき。
　（４）　前各号のほか市長が取消しを必要と認めたとき。
２　交付決定地域クラブは、前項の規定により交付決定の取消しを受けたとき、交付決定を受けた事業により購入し、又は効用の増加した備品について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定められている耐用年数に相当する期間を経過していない場合は、当該備品に係る交付金の額を当該備品の耐用年数で除した額に耐用年数の残りの年数を乗じて得た額を返還しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
（準用）
第１７条　交付金の適正な執行及び管理に関しこの規則に定めのない事項については、瑞浪市補助金等交付規則（平成２０年規則第３２号）に定める補助金等の取扱いの例による。
（委任）
第１８条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
　この規則は、令和８年４月１日から施行する。
別表（第６条関係）
	区　分
	金　額

	均等割
	３０，０００円

	人数割
	５，０００円×地域クラブ員数


備考
　　１　地域クラブ員数は、当該地域クラブの構成員のうち市内中学校に在学する生徒及び市内に住所を有し市外中学校に在学する生徒の人数の合計とし、同一種目において他の地域クラブと重複して算入することはできない。
　　２　地域クラブ員数は、交付申請を行う年度の５月１５日時点（当該日以降に登録された地域クラブは、登録された日時点）の人数とする。
　　３　地域クラブが、交付申請を行う年度中に登録され又は抹消された場合の均等割及び人数割の額は、それぞれの額を１２で除した額に、地域クラブとして登録された日の属する月（当該年度の４月１日に登録がある場合は４月）から登録を抹消された日の属する月（当該年度中に登録を抹消されていない場合は３月）までの月数を乗じて得た額とする。
